












別
紙

１
土

総
1
/
3

ａ
ｂ

ｃ

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

●
評

価
対

象
項

目

２
．

施
工

状
況

Ⅱ
．

工
程

管
理

　
隣

接
す

る
他

の
工

事
な

ど
と

の
工

程
調

整
に

取
り

組
み

，
遅

れ
を

発
生

さ
せ

る
こ

と
な

く
工

事
を

完
成

さ
せ

た
。

総
合

評
価

　
地

元
及

び
関

係
機

関
と

の
調

整
に

取
り

組
み

，
遅

れ
を

発
生

さ
せ

る
こ

と
な

く
工

事
を

完
成

さ
せ

た
。

ａ
工

程
管

理
を

適
切

に
行

っ
た

こ
と

に
よ

り
，

休
日

や
夜

間
工

事
の

回
避

等
を

行
い

，
地

域
住

民
に

公
共

工
事

に
対

す
る

好
印

象
を

与
え

た
。

ｂ
工

程
管

理
に

係
る

積
極

的
な

取
り

組
み

が
見

ら
れ

た
。

ｃ
災

害
復

旧
工

事
な

ど
特

に
工

期
的

な
制

約
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

，
余

裕
を

も
っ

て
工

事
を

完
成

さ
せ

た
。

ｄ
　

工
事

施
工

箇
所

が
広

範
囲

に
点

在
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
，

工
程

管
理

を
的

確
に

行
い

，
余

裕
を

も
っ

て
工

事
を

完
成

さ
せ

た
。

ｅ
そ

の
他

（
理

由
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
※

上
記

該
当

項
目

を
総

合
的

に
判

断
し

て
，

ａ
，

ｂ
，

ｃ
，

ｄ
，

ｅ
評

価
を

行
う

●
評

価
対

象
項

目

Ⅲ
．

安
全

対
策

　
建

設
労

働
災

害
及

び
公

衆
災

害
の

防
止

に
向

け
た

取
り

組
み

が
顕

著
で

あ
っ

た
。

　
安

全
衛

生
を

確
保

す
る

た
め

の
管

理
体

制
を

整
備

し
，

組
織

的
に

取
り

組
ん

だ
。

総
合

評
価

安
全

衛
生

を
確

保
す

る
た

め
，

他
の

模
範

と
な

る
よ

う
な

活
動

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
だ

。
ａ

安
全

対
策

に
関

す
る

技
術

開
発

や
創

意
工

夫
に

取
り

組
ん

だ
。

ｂ
安

全
協

議
会

で
の

活
動

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
だ

。
ｃ

安
全

対
策

に
係

る
取

り
組

み
が

地
域

か
ら

評
価

さ
れ

た
。

ｄ
　

そ
の

他
（
理

由
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
ｅ

※
上

記
該

当
項

目
を

総
合

的
に

判
断

し
て

，
ａ
，

ｂ
，

ｃ
，

ｄ
，

ｅ
評

価
を

行
う

細
別

該
当

ａ
　

　
優

れ
て

い
る

ａ
’
　

　
ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

ｂ
　

　
や

や
優

れ
て

い
る

●
評

価
対

象
項

目

６
．

社
会

性
等

周
辺

環
境

へ
の

配
慮

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
だ

。
現

場
事

務
所

や
作

業
現

場
の

環
境

を
周

辺
地

域
と

の
景

観
に

合
わ

せ
る

等
，

積
極

的
に

周
辺

地
域

と
の

調
和

を
図

っ
た

。
総

合
評

価

定
期

的
に

広
報

誌
や

現
場

見
学

会
等

を
実

施
し

て
，

積
極

的
に

地
域

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
っ

た
。

ａ
道

路
清

掃
な

ど
を

積
極

的
に

実
施

し
，

地
域

に
貢

献
し

た
。

ａ
’

　
地

域
が

主
催

す
る

イ
ベ

ン
ト

へ
積

極
的

に
参

加
し

，
地

域
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

っ
た

。
ｂ

災
害

時
な

ど
に

お
い

て
，

地
域

へ
の

支
援

又
は

行
政

な
ど

に
よ

る
救

援
活

動
へ

の
積

極
的

な
協

力
を

行
っ

た
。

ｂ
’

そ
の

他
（
理

由
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
ｃ

※
上

記
該

当
項

目
を

総
合

的
に

判
断

し
て

，
ａ
，

ａ
’
，

ｂ
，

ｂ
’
，

ｃ
評

価
を

行
う

１
．

指
名

停
止

措
置

期
間

が
３

ヶ
月

以
上

　
（
－

２
０

点
）

２
．

指
名

停
止

措
置

期
間

が
２

ヶ
月

以
上

３
ヶ

月
未

満
　

（
－

１
５

点
）

３
．

指
名

停
止

措
置

期
間

が
1
ｹ

月
以

上
２

ｹ
月

未
満

　
（
－

１
３

点
）

４
．

指
名

停
止

措
置

期
間

が
２

週
間

以
上

１
ｹ

月
未

満
　

（
－

１
０

点
）

５
．

警
告

　
（
－

８
点

）
６

．
注

意
　

（
－

５
点

）

８
．

そ
の

他
(理

由
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
（

0
点

）

９
．

項
目

該
当

な
し

７
．

工
事

関
係

者
事

故
又

は
公

衆
災

害
が

発
生

し
た

が
，

ヒ
ュ

ー
マ

ン
エ

ラ
ー

等
軽

微
な

た
め

，
注

意
以

上
の

処
分

が
な

か
っ

た
場

合
　

　
（
不

問
で

処
分

し
た

案
件

。
も

ら
い

事
故

や
交

通
事

故
は

含
ま

な
い

）
　

（
－

３
点

）

ｅ
該 当

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

0

７
．

法
令

遵
守

等

Ⅰ
．

地
域

へ
の

貢
献

等

細
別

考
査

項
目

ｃ
　

　
他

の
評

価
に

該
当

し
な

い
ｂ
’
　

　
ｃ
よ

り
優

れ
て

い
るｄ

考
 査

 項
 目

 別
 運

 用
 表

 （
 完

成
 ・

 指
定

部
分

完
成

 ）
/
土

木
総

括
監

督
用



2
/
3

②
｢施

工
｣と

は
，

請
負

契
約

書
の

記
載

内
容

(工
事

名
･工

期
･施

工
場

所
等

）
を

履
行

す
る

こ
と

に
限

定
す

る
。

③
｢工

事
関

係
者

」
と

は
，

当
該

工
事

現
場

に
従

事
す

る
現

場
代

理
人

，
監

理
技

術
者

，
主

任
技

術
者

，
品

質
証

明
員

，
請

負
会

社
の

現
場

従
事

職
員

及
び

当
該

工
事

に
あ

た
っ

て
下

請
契

約
し

，
　

そ
れ

を
履

行
す

る
た

め
に

従
事

す
る

者
に

限
定

す
る

。

[上
記

で
評

価
す

る
場

合
の

適
応

事
例

]
　

　
１

．
入

札
前

に
提

出
し

た
調

査
資

料
な

ど
に

お
い

て
，

虚
偽

の
事

実
が

判
明

し
た

。
　

　
２

．
承

諾
な

し
に

権
利

又
は

義
務

を
第

三
者

に
譲

渡
又

は
承

継
し

た
。

　
　

３
．

使
用

人
に

関
す

る
労

働
条

件
に

問
題

が
あ

り
，

送
検

さ
れ

た
。

　
　

　
４

．
産

業
廃

棄
物

処
理

法
に

違
反

す
る

不
法

投
棄

，
砂

利
採

取
法

に
違

反
す

る
無

許
可

採
取

等
の

関
係

法
令

に
違

反
す

る
事

実
が

判
明

し
た

。
　

　
５

．
当

該
工

事
関

係
者

が
贈

収
賄

な
ど

に
よ

り
逮

捕
ま

た
は

公
訴

さ
れ

た
。

　
　

６
．

一
括

下
請

や
技

術
者

の
専

任
違

反
等

の
建

設
業

法
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
。

　
　

７
．

入
国

管
理

法
に

違
反

す
る

外
国

人
の

不
法

就
労

者
が

判
明

し
，

送
検

さ
れ

た
。

　
　

８
．

労
働

基
準

法
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

，
送

検
等

さ
れ

た
。

　
　

９
．

監
督

ま
た

は
検

査
の

実
施

を
，

不
当

な
圧

力
を

か
け

る
な

ど
に

よ
り

妨
げ

た
。

　
　

1
0
．

下
請

代
金

を
期

日
以

内
に

支
払

っ
て

い
な

い
。

不
当

に
下

請
代

金
の

額
を

減
じ

て
い

る
な

ど
下

請
代

金
支

払
遅

延
等

防
止

法
第

４
条

に
規

定
す

る
親

事
業

者
の

遵
守

事
項

に
違

反
す

る
行

為
が

あ
っ

た
。

　
　

1
1
．

過
積

載
等

の
道

路
交

通
法

違
反

に
よ

り
，

逮
捕

ま
た

は
送

検
さ

れ
た

。
　

　
1
2
．

受
注

企
業

の
社

員
に

「
指

定
暴

力
団

」
あ

る
い

は
「
指

定
暴

力
団

の
傘

下
組

織
(団

体
）
」
に

属
す

る
構

成
員

，
準

構
成

員
，

企
業

舎
弟

等
，

暴
力

団
関

係
者

が
い

る
こ

と
が

判
明

し
た

。
　

　
1
3
．

下
請

に
暴

力
団

関
係

企
業

が
入

っ
て

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

あ
る

い
は

，
「
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
」
第

９
条

に
記

さ
れ

て
い

る
砂

利
，

砂
，

防
音

シ
ー

ト
，

　
　

　
　

軍
手

等
の

物
品

の
納

入
，

土
木

作
業

員
や

ガ
ー

ド
マ

ン
の

受
け

入
れ

，
土

木
作

業
員

用
の

自
動

販
売

機
の

設
置

等
を

行
っ

て
い

る
事

実
が

判
明

し
た

。
　

　
1
4
．

安
全

管
理

が
不

適
切

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

死
傷

者
を

生
じ

さ
せ

た
工

事
関

係
者

事
故

，
又

は
重

大
な

損
害

を
与

え
た

公
衆

災
害

を
起

こ
し

た
。

　
　

1
5
．

請
負

契
約

書
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
。

　
　

1
6
．

前
記

適
応

事
例

１
～

１
５

以
外

で
注

意
以

上
の

措
置

等
が

あ
っ

た
場

合
。

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

①
本

考
査

項
目

（
法

令
遵

守
等

）
で

評
価

す
る

事
例

は
、

施
工

に
あ

た
っ

て
、

工
事

関
係

者
が

下
記

の
適

応
事

例
で

上
表

の
措

置
が

あ
っ

た
場

合
に

適
用

す
る

。
　

　
※

た
だ

し
、

上
表

に
掲

げ
る

措
置

の
う

ち
５

又
は

６
の

措
置

が
あ

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

，
当

該
措

置
に

応
じ

た
点

数
を

減
じ

る
こ

と
が

相
当

で
な

い
と

認
め

ら
れ

る
特

別
の

事
由

が
あ

る
　

　
　

　
と

き
は

、
当

該
点

数
の

下
位

と
な

る
点

数
（
５

点
も

し
く
は

３
点

）
又

は
零

点
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

④
総

合
評

価
方

式
に

お
い

て
加

点
評

価
さ

れ
た

提
案

内
容

（
技

術
提

案
、

技
術

者
の

能
力

な
ど

）
が

、
受

注
者

の
責

に
よ
り

達
成

さ
れ

な
か

っ
た
場

合
は
、

上
表

「
８

．
そ

の
他

」
に

よ
り

、
減

ず
る

措
置

を
行

う
。



3
/
3

0

Ⅰ
構
造
物
の
特
殊
性
へ
の
対
応

（
1
.
に
つ
い
て
）

1
.
2
.
3
.

※
上
記
の
対
応
事
項
に
1
つ
以
上
レ
点
が
付
け
ば
４
点
の
加
点
と
す
る
。

（
2
.
に
つ
い
て
）

・
砂
防
工
事
な
ど
に
お
い
て
，
現
地
合
わ
せ
に
基
づ
い
て
再
設
計
が
必
要
な
工
事
。

・
鉄
道
に
隣
接
し
た
橋
脚
の
耐
震
補
強
工
事
又
は
河
道
内
の
流
水
部
に
お
け
る
橋
脚
の
撤
去
工
事
。

・
供
用
中
の
道
路
ト
ン
ネ
ル
の
拡
幅
工
事
。

（
3
.
に
つ
い
て
）

・
そ
の
他
，
構
造
物
固
有
の
難
し
さ
へ
の
対
応
が
特
に
必
要
な
工
事
。

・
そ
の
他
，
技
術
固
有
の
難
し
さ
へ
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
工
事
。

・
地
山
強
度
が
低
い
又
は
土
被
り
が
薄
い
た
め
，
Ｆ
Ｅ
Ｍ
解
析
な
ど
に
よ
る
検
討
が
必
要
な
工
事
。

Ⅱ
都
市
部
等
の
作
業
環
境
，
社
会
条
件
等
へ
の
対
応

（
4
.
に
つ
い
て
）

4
.

・
供
用
中
の
鉄
道
又
は
道
路
と
交
差
す
る
橋
梁
な
ど
の
工
事
。

5
.

・
市
街
地
等
の
家
屋
密
集
地
で
の
，
鉄
道
又
は
道
路
を
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
す
る
工
事
。

6
.

・
監
視
な
ど
の
結
果
に
基
づ
き
，
工
法
の
変
更
を
行
っ
た
工
事
。

7
.

（
5
.
に
つ
い
て
）

8
.

・
ガ
ス
管
，
水
道
管
，
電
話
線
等
の
支
障
物
件
の
移
設
に
つ
い
て
，
施
工
工
程
の
管
理
に
特
に
注
意
を
要
し
た
工
事
。

9
.

・
地
元
調
整
や
環
境
対
策
な
ど
の
制
約
が
特
に
多
い
工
事
。

1
0
.

・
そ
の
他
各
種
制
約
が
あ
り
，
施
工
に
特
に
厳
し
い
制
限
を
受
け
た
工
事
。

（
6
.
に
つ
い
て
）

※
上
記
の
対
応
事
項
に
1
つ
以
上
レ
点
が
付
け
ば
６
点
の
加
点
と
す
る
。

・
市
街
地
で
の
夜
間
工
事
。

・
Ｄ
Ｉ
Ｄ
地
区
で
の
工
事
。

（
7
.
に
つ
い
て
）

・
日
交
通
量
が
概
ね
１
万
台
以
上
の
道
路
で
片
側
交
互
通
行
の
交
通
規
制
を
し
た
工
事
。

・
供
用
し
て
い
る
自
動
車
専
用
道
路
等
の
路
上
工
事
で
，
交
通
規
制
が
必
要
な
工
事
。

・
工
事
期
間
中
の
大
半
に
わ
た
っ
て
，
交
通
開
放
を
行
う
た
め
規
制
標
識
の
設
置
撤
去
を
日
々
行
っ
た
工
事
。

（
8
.
に
つ
い
て
）

・
緊
急
時
の
作
業
が
あ
り
，
そ
の
作
業
の
全
て
に
対
応
し
た
工
事
。

（
9
.
に
つ
い
て
）

・
作
業
現
場
が
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
工
事
。

（
1
0
.
に
つ
い
て
）

・
施
工
ヤ
ー
ド
の
広
さ
や
高
さ
に
制
限
が
あ
り
，
機
械
の
使
用
な
ど
施
工
に
制
約
を
受
け
た
工
事
。

・
そ
の
他
，
周
辺
環
境
又
は
社
会
条
件
へ
の
対
応
が
特
に
必
要
な
工
事
。

Ⅲ
厳
し
い
自
然
・
地
盤
条
件
へ
の
対
応

（
1
1
.
に
つ
い
て
）

1
1
.

・

1
2
.

・

1
3
.

・

1
4
.

（
1
2
.
に
つ
い
て
）

1
5
.

・ ・
※
上
記
の
対
応
事
項
に
1
つ
以
上
レ
点
が
付
け
ば
４
点
の
加
点
と
す
る
。

（
1
3
.
に
つ
い
て
）

・ ・ ・

（
1
4
.
に
つ
い
て
）

・

（
1
5
.
に
つ
い
て
）

・ ・
そ
の
他
，
災
害
等
に
お
け
る
臨
機
の
措
置
の
う
ち
特
に
評
価
す
べ
き
事
項
が
認
め
ら
れ
る
工
事
。

Ⅳ
長
期
工
事
に
お
け
る
安
全
確
保
へ
の
対
応

1
6
.

※
但

し
，

文
書

注
意

に
至

ら
な

い
事

故
は

除
く

。

1
7
.
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

※
上
記
の
対
応
事
項
に
1
つ
以
上
レ
点
が
付
け
ば
６
点
の
加
点
と
す
る
。

※
1
.
　
工
事
特
性
は
，
最
大
２
０
点
の
加
点
評
価
と
す
る
。

※
2
.
　
評
価
に
あ
た
っ
て
は
，
監
督
職
員
等
の
意
見
も
参
考
に
評
価
す
る
。

評
価

評
点

：
0
.
0

点

河
川
内
の
橋
脚
工
事
に
お
い
て
地
下
水
位
が
高
く
，
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
工
法
な
ど
に
よ
る
排
水
や
大
規
模
な
山
留
め
な
ど
が
必
要
な
工
事
。

支
持
地
盤
の
形
状
が
複
雑
な
た
め
，
深
礎
杭
基
礎
毎
に
地
質
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
支
持
地
盤
を
確
認
し
な
が
ら
再
設
計
し
た
工
事
。

施
工
不
可
能
日
が
多
い
こ
と
か
ら
，
施
工
機
械
の
稼
働
率
や
台
数
な
ど
を
的
確
に
把
握
す
る
必
要
が
生
じ
た
工
事
。

海
岸
又
は
河
川
区
域
内
の
た
め
，
設
計
書
で
計
上
す
る
以
上
に
波
浪
等
の
影
響
で
不
稼
働
日
が
多
く
，
主
に
作
業
船
や
台
船
を
使
用
す
る
工
事
。

潜
水
夫
を
多
用
し
た
工
事
又
は
波
浪
や
水
位
変
動
が
大
き
い
た
め
作
業
構
台
等
を
設
置
し
た
工
事
。

急
峻
な
地
形
の
た
め
，
作
業
構
台
や
作
業
床
の
設
置
が
制
限
さ
れ
る
工
事
。
も
し
く
は
，
命
綱
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
工
事
（
法
面
工
は
除
く
）

そ
の
他
（
理
由
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

斜
面
上
又
は
急
峻
な
地
形
直
下
で
の
工
事
の
た
め
，
工
事
に
伴
う
地
滑
り
防
止
対
策
等
の
安
全
対
策
を
必
要
と
し
た
工
事
。

土
石
流
危
険
渓
流
に
指
定
さ
れ
た
区
域
内
に
お
け
る
工
事
。

イ
ヌ
ワ
シ
等
の
猛
禽
類
な
ど
の
貴
重
な
動
植
物
へ
の
配
慮
の
た
め
，
工
程
や
施
工
方
法
に
制
約
を
受
け
た
工
事
。

そ
の
他
，
自
然
条
件
又
は
地
盤
条
件
へ
の
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
工
事
。

１
２
ヶ
月
を
超
え
る
工
期
で
，
事
故
が
な
く
完
成
し
た
工
事
（
全
面
一
時
中
止
期
間
は
除
く
）

周
辺
住
民
等
に
対
す
る
騒
音
・
振
動
を
特
に
配
慮
す
る
工
事

現
道
上
で
の
交
通
規
制
に
大
き
く
影
響
す
る
工
事

雨
・
雪
・
風
・
気
温
・
波
浪
等
の
自
然
条
件
の
影
響
が
大
き
な
工
事

急
峻
な
地
形
及
び
土
石
流
危
険
渓
流
内
で
の
工
事

動
植
物
等
の
自
然
環
境
の
保
全
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
事

緊
急
時
に
対
応
が
特
に
必
要
な
工
事

施
工
箇
所
が
広
範
囲
に
わ
た
る
工
事

そ
の
他
（
理
由
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

特
殊
な
地
盤
条
件
へ
の
対
応
が
必
要
な
工
事

周
辺
環
境
条
件
に
よ
り
，
作
業
条
件
，
工
程
等
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
工
事

【
　
事
　
　
例
　
】
　
具
　
体
　
的
　
な
　
施
　
工
　
条
　
件
　
等
　
へ
　
の
　
対
　
応
　
事
　
例

対
象
構
造
物
の
高
さ
，
延
長
，
施
工
（
断
）
面
積
，
施
工
震
度
等
の
規
模
が
特
殊
な
工
事

対
象
構
造
物
の
形
状
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
，
施
工
条
件
が
特
に
変
化
す
る
工
事

　
　
切
土
の
土
工
量
：
2
0
万
ｍ
3
以
上
，
盛
土
の
土
工
量
：
1
5
万
ｍ
3
以
上
，
護
岸
・
築
堤
の
平
均
高
さ
：
1
0
ｍ
以
上
，
ト
ン
ネ
ル
(
ｼ
ｰ
ﾙ
ﾄ
ﾞ
）
の
直
径
：
8
ｍ
以
上
，

　
ダ
ム
用
水
門
の
設
計
水
深
：
2
5
ｍ
以
上
，
樋
門
又
は
樋
管
の
内
空
断
面
積
：
1
5
㎡
以
上
，
揚
排
水
機
場
の
吐
出
管
径
：
2
,
0
0
0
㎜
以
上
，
堰
又
は
水
門
の
径
間

　
数
：
3
径
間
以
上
，
堰
又
は
水
門
の
扉
体
面
積
：
5
0
㎡
／
門
以
上
，
ト
ン
ネ
ル
（
開
削
工
法
）
の
開
削
深
さ
：
2
0
ｍ
以
上
，
ト
ン
ネ
ル
（
N
A
T
M
）
の
内
空
平
均

　
面
積
：
1
0
0
㎡
以
上
，
ト
ン
ネ
ル
（
沈
埋
工
法
）
の
内
空
平
均
面
積
：
3
0
0
㎡
以
上
，
海
岸
堤
防
，
護
岸
，
突
堤
又
は
離
岸
堤
の
水
深
：
1
0
ｍ
以
上
，
地
滑
り
防

　
止
工
：
幅
1
0
0
ｍ
以
上
か
つ
法
長
1
5
0
ｍ
以
上
，
浚
渫
工
の
浚
渫
土
量
：
1
0
0
万
ｍ
3
以
上
，
流
路
工
の
計
画
高
水
流
量
：
5
0
0
ｍ
3
以
上
，
砂
防
ダ
ム
の
堤
高
：

　
1
5
ｍ
以
上
，
ダ
ム
の
堤
高
：
1
5
0
ｍ
以
上
，
転
流
ト
ン
ネ
ル
の
流
下
能
力
：
4
0
0
ｍ
3
／
ｓ
以
上
，
橋
梁
下
部
工
の
高
さ
：
3
0
ｍ
以
上
，
橋
梁
上
部
工
の
最
大
支

　
間
長
：
1
0
0
以
上

そ
の
他
（
理
由
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

地
盤
の
変
形
，
近
接
構
造
物
，
地
中
埋
設
物
へ
の
影
響
に
配
慮
す
る
工
事

４
．
工
事
特
性

考
査

項
目

細
別

対
　
　
　
応

　
　
　
事

　
　
　
項

Ⅰ
．
施
工
条
件

等
へ
の
対
応

















































































別
紙

３
土

木

１
.
工

 
事

 
名

２
.
工

　
 
 
期

 所
属

課
名

：

３
.
施

工
業

者
 監

督
員

名
：

①
「

施
工

プ
ロ

セ
ス

」
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

は
，

共
通

仕
様

書
，

契
約

書
等

に
基

づ
き

，
施

工
に

必
要

な
プ

ロ
セ

ス
が

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

か
を

監
督

職
員

等
が

確
認

す
る

。
②

 
チ

ェ
ッ

ク
欄

で
は

，
書

類
も

し
く

は
現

場
等

で
確

認
し

た
月

日
，

及
び

そ
の

内
容

が
Ｏ

Ｋ
で

あ
れ

ば
□

に
チ

ェ
ッ

ク
マ

ー
ク

を
記

入
し

，
Ｏ

Ｋ
で

な
け

れ
ば

備
考

欄
に

指
示

事
項

や
是

正
状

況
等

を
記

入
す

る
。

③
 
用

語
の

定
義

に
つ

い
て

は
，

契
約

後
と

は
当

初
契

約
後

で
あ

り
，

変
更

後
と

は
工

期
内

に
行

う
契

約
変

更
後

と
す

る
。

施
　

　
工

　
　

中

１
Ⅰ

施
施

工
工

体
体

制
制 一 般

○
施

工
体

制
台

帳

　
施

工
体

系
図

／
／ ／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

チ
ェ

ッ
ク

時
期

（
指

示
事

項
）

確
認

項
目

チ
 
ェ

 
ッ

 
ク

 
リ

 
ス

 
ト

 
一

 
覧

 
表

着
手

前

／ ／
／

／
／

／
／

○
工

事
カ

ル
テ

・
事

前
に

監
督

職
員

の
確

認
を

受
け

，
契

約
締

結
後

等
の

１
０

日
以

内
に

登
録

機
関

に
申

請
し

た
。

（
契

約
後

，
変

更
後

，
完

成
前

）

・
契

約
締

結
の

１
４

日
以

内
に

，
契

約
工

程
表

が
提

出
さ

れ
た

。
（

契
約

後
，

変
更

後
）

／
／

○
品

質
証

明
・

品
質

証
明

員
の

資
格

（
身

分
及

び
経

歴
）

が
適

正
で

あ
る

。
ま

た
，

品
質

証
明

員
に

関
す

る
資

料
を

書
面

で
提

出
し

た
。

（
契

約
後

，
変

更
後

）

○
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
等

・
｢
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
適

用
事

業
主

工
事

現
場

｣
の

標
識

を
現

場
に

掲
示

し
て

い
る

。
（

施
工

時
１

回
程

度
）

・
労

災
保

険
関

係
の

項
目

を
現

場
の

見
や

す
い

場
所

に
掲

示
し

て
い

る
。

（
施

工
時

１
回

程
度

）

／

0

／
／

考
査

項
目

細
別

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
 
～

 
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

○
契

約
工

程
表

0

（
チ

ェ
ッ

ク
の

目
安

）

／

／

／

／

／

／
／

／
／

／ ／

／

／
／

／

／
／

・
建

設
業

退
職

金
共

済
証

紙
の

配
布

を
受

け
払

い
簿

等
に

よ
り

適
切

に
管

理
し

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／

／

／
／

／
／

／

／
／

／ ／
／

／

・
施

工
体

制
台

帳
に

，
下

請
負

金
額

を
記

入
し

て
い

る
。

(
施

工
時

の
当

初
，

変
更

時
）

・
施

工
体

制
台

帳
を

現
場

に
備

え
付

け
，

か
つ

，
同

一
の

も
の

を
提

出
し

た
。

（
施

工
時

の
当

初
，

変
更

時
）

・
施

工
体

制
台

帳
に

下
請

負
契

約
書

（
写

）
及

び
再

下
請

通
知

書
を

添
付

し
て

い
る

。
（

施
工

時
の

当
初

，
変

更
時

）

・
掛

金
収

納
書

の
写

し
を

契
約

締
結

後
１

ヶ
月

以
内

に
提

出
し

た
。

(
契

約
後

，
増

額
変

更
後

)

・
品

質
証

明
は

，
出

来
高

，
品

質
及

び
写

真
管

理
等

，
工

事
全

般
に

わ
た

り
適

切
（

数
量

も
含

む
）

に
実

施
し

た
。

（
品

質
証

明
実

施
時

）

／

・
工

事
途

中
及

び
検

査
時

の
事

前
に

品
質

確
認

を
行

な
い

，
そ

の
結

果
を

所
定

の
様

式
に

よ
り

提
出

し
た

。
　

（
検

査
の

前
等

）

／

／

／

／
／

／

／

／

（
１

／
４

）

／

備
　

　
考

（
指

示
事

項
及

び
そ

の
是

正
状

況
等

）

「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

／
／

／

／
／

／

／

／
／

／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／ ／

0

／／

／
／

／
／

／

／ ／

／

／
／

／

／

／

／

／ ／

／
／

0

／
／

／

／／／

完
成

時

／



確
認

項
目

施
　

　
工

　
　

中

Ⅰ
Ⅰ

○
施

工
体

制
台

帳

　
施

工
体

系
図

施
施

(
続

き
）

工
工

体
体

制
制 一 般

○
建

設
業

許
可

標
識

Ⅱ
○

現
場

代
理

人

配 置 技 術 者

○
監

理
技

術
者

 
(
主

任
技

術
者

)

／
 
の

専
任

制

現 場 代 理 人

（
２

／
４

）

／

備
　

　
考

（
指

示
事

項
及

び
そ

の
是

正
状

況
等

）

／

／

／

／
／

／

／

／
／

／ ／ ／

／
／

／
／

／
／

／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／

／
／

／
／

／
／

／

／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／／

／
／

／
／

／
／

／
／ ／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／

／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／

／
／

／
／

考
査

項
目

細
別

チ
ェ

ッ
ク

時
期

（
指

示
事

項
）

チ
 
ェ

 
ッ

 
ク

 
リ

 
ス

 
ト

 
一

 
覧

 
表

着
手

前
（

チ
ェ

ッ
ク

の
目

安
）

・
施

工
体

系
図

を
現

場
の

工
事

関
係

者
及

び
公

衆
の

見
や

す
い

場
所

に
掲

げ
て

い
る

。
（

施
工

時
の

当
初

，
変

更
時

）

／
／

・
施

工
体

系
図

に
記

載
の

な
い

業
者

が
作

業
し

て
い

な
い

。
（

施
工

時
　

１
回

／
月

程
度

）

完
成

時

／
／

／
／

／

・
施

工
体

系
図

に
記

載
さ

れ
て

い
る

主
任

技
術

者
及

び
施

工
計

画
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

技
術

者
が

本
人

で
あ

る
。

（
施

工
時

の
当

初
，

変
更

時
）

／

・
元

請
負

人
が

そ
の

下
請

工
事

の
施

工
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
る

か
？

（
施

工
時

の
当

初
，

変
更

時
）

・
建

設
業

許
可

を
受

け
た

こ
と

を
示

す
標

識
を

公
衆

の
見

や
す

い
場

所
に

設
置

し
，

監
理

技
術

者
を

正
し

く
記

載
し

て
い

る
。

（
施

工
時

１
回

程
度

）

／

／

／
／

／
／

○
作

業
主

任
者

の
選

任
・

作
業

主
任

者
を

選
任

し
，

配
置

し
て

い
る

。
　

　
　

　
（

施
工

計
画

時
）

／
○

専
門

技
術

者
の

配
置

・
専

門
技

術
者

を
専

任
し

，
配

置
し

て
い

る
。

（
施

工
計

画
時

，
施

工
時

適
宜

）

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／

・
現

場
代

理
人

は
現

場
に

常
駐

し
て

い
る

。
（

施
工

時
１

回
／

月
程

度
)

・
現

場
代

理
人

は
，

監
督

職
員

と
の

連
絡

調
整

及
び

対
応

を
書

面
で

行
っ

て
い

る
。

(
施

工
時

適
宜

)

・
資

格
者

証
の

内
容

を
確

認
し

た
。

（
着

手
前

）

／
／

／

・
配

置
予

定
技

術
者

，
通

知
に

よ
る

監
理

技
術

者
施

工
体

制
台

帳
に

記
載

さ
れ

た
監

理
技

術
者

と
監

理
技

術
者

証
に

記
載

さ
れ

た
技

術
者

及
び

本
人

が
同

一
で

あ
っ

た
。

（
着

手
前

）

／

・
現

場
に

常
駐

し
て

い
る

。
（

施
工

時
１

回
／

月
程

度
）

・
施

工
計

画
や

工
事

に
係

る
工

程
，

技
術

的
事

項
を

把
握

し
，

主
体

的
に

係
わ

っ
て

い
る

。
　

　
　

（
施

工
時

，
打

合
せ

時
）

／
／

／
／

／

／

・
施

工
に

先
立

ち
，

創
意

工
夫

又
は

提
案

を
も

っ
て

工
事

を
進

め
て

い
る

。
（

施
工

時
１

回
／

月
程

度
）

／
／／

○
下

請
負

者
の

把
握

・
下

請
負

者
が

「
福

岡
地

区
水

道
企

業
団

指
名

停
止

等
措

置
要

領
」

に
基

づ
く

競
争

入
札

参
加

停
止

中
又

は
排

除
措

置
中

で
な

い
こ

と
。

（
施

工
時

適
宜

）

／
○

現
場

技
術

者
・

現
場

技
術

員
と

の
対

応
が

適
切

で
あ

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／

／
／

／



確
認

項
目

施
　

　
工

　
　

中

２
Ⅰ

施
施

工
工

状
管

況
理

・
工

事
材

料
管

理

・
出

来
形

，
品

質
管

理

・
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

○
支

給
品

　
及

び
貸

与
品

○
指

定
建

設
機

械
類

　
の

確
認

／
／／／

／
／

（
３

／
４

）

備
　

　
考

（
指

示
事

項
及

び
そ

の
是

正
状

況
等

）

／

／

／ ／

／
／

／
／

／ ／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／ ／
／

／
／

／
／

／

／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／

／
／

／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

着
手

前

考
査

項
目

細
別

○
設

計
図

書
の

照
査

等
・

契
約

書
第

１
８

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

５
号

に
係

わ
る

設
計

図
書

の
照

査
を

行
っ

て
い

る
。

　
（

着
手

前
，

施
工

時
適

宜
）

チ
 
ェ

 
ッ

 
ク

 
リ

 
ス

 
ト

 
一

 
覧

 
表

チ
ェ

ッ
ク

時
期

（
指

示
事

項
）

（
チ

ェ
ッ

ク
の

目
安

）

／

完
成

時

・
現

場
と

の
相

違
事

実
が

あ
る

場
合

，
そ

の
事

実
が

確
認

で
き

る
資

料
を

書
面

に
よ

り
提

出
し

て
確

認
を

受
け

た
.
（

着
手

前
，

施
工

時
適

宜
）

○
施

工
計

画
書

・
施

工
（

変
更

を
含

む
）

に
先

立
ち

，
提

出
し

た
。

（
着

手
前

，
変

更
時

）

／
／

・
記

載
内

容
と

現
場

施
工

方
法

と
一

致
し

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

・
記

載
内

容
（

作
業

手
順

書
等

）
と

現
場

施
工

体
制

が
一

致
し

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／
／

／
／

／
／

・
指

定
建

設
機

械
(
排

出
ガ

ス
対

策
型

・
低

騒
音

型
・

低
振

動
型

建
設

機
械

)
を

使
用

し
て

い
る

。
　

（
施

工
時

１
回

程
度

）

／
／

・
再

生
資

源
利

用
計

画
書

及
び

再
生

資
源

利
用

促
進

計
画

書
を

所
定

様
式

に
基

づ
き

作
成

し
，

施
工

計
画

書
に

含
め

提
出

し
た

.
(
施

工
時

適
宜

)

／
／

／

／
／

／

／

・
工

事
材

料
の

資
料

の
整

理
及

び
確

認
が

さ
れ

，
管

理
し

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／

○
検

査
（

確
認

を
含

む
）

及
び

立
会

等
の

調
整

○
建

設
副

産
物

及
び

建
設

廃
棄

物

・
受

注
者

は
，

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
マ

ニ
ュ

フ
ェ

ス
ト

）
に

よ
り

適
正

に
処

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

，
監

督
職

員
に

提
示

し
た

。
　

　
（

施
工

時
適

宜
）

○
工

事
の

着
手

・
工

事
開

始
日

後
，

３
０

日
以

内
に

工
事

に
着

手
し

た
。

　
　

　
（

着
手

時
）

・
段

階
確

認
の

確
認

時
期

が
，

適
切

で
あ

る
。

　
　

　
　

　
　

（
施

工
時

適
宜

）

○
施

工
管

理

・
監

督
員

の
立

会
い

に
あ

た
っ

て
，

あ
ら

か
じ

め
立

会
願

を
提

出
し

て
行

っ
て

い
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

・
特

記
仕

様
書

等
に

定
め

ら
れ

た
事

項
や

独
自

の
取

り
組

み
，

ま
た

，
地

域
等

よ
り

評
価

さ
れ

る
も

の
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

／

／

・
受

領
予

定
１

４
日

前
ま

で
に

，
品

名
，

数
量

，
品

質
，

規
格

又
は

性
能

を
記

し
た

要
求

書
を

提
出

し
た

。
（

施
工

時
適

宜
）

・
記

載
内

容
が

，
設

計
図

書
・

現
場

条
件

等
を

反
映

し
て

い
る

。
（

着
手

前
，

変
更

時
）

／
／

・
日

常
の

出
来

形
，

品
質

管
理

が
書

面
で

確
認

で
き

る
。

　
　

（
施

工
時

適
宜

）

・
品

質
管

理
確

保
の

た
め

の
対

策
な

ど
施

工
に

関
す

る
工

夫
を

書
面

で
確

認
で

き
る

.
（

施
工

時
適

宜
）



確
認

項
目

施
　

　
工

　
　

中

２
Ⅱ

施
施 工

工
管 理

状 況
Ⅲ 安 全 対 策 Ⅳ 対 外 関 係

備
　

　
考

／
／

／

／
／

／

／
／ ／

（
指

示
事

項
及

び
そ

の
是

正
状

況
等

）

（
４

／
４

）

／

着
手

前
完

成
時

／ ／
／

／
／

／

／

／
／

／

／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／

／
／

／

／

／
／

／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／／

／
／

／
／

／

／
／

／ ／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／／

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／

／
／

／

／
／

／
／

／

／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

考
査

項
目

細
別

チ
ェ

ッ
ク

時
期

（
指

示
事

項
）

チ
 
ェ

 
ッ

 
ク

 
リ

 
ス

 
ト

 
一

 
覧

 
表

（
チ

ェ
ッ

ク
の

目
安

）

／
○

工
程

管
理

・
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

等
を

実
施

し
，

工
程

の
管

理
を

行
っ

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／
／

／
／

／
／

／

・
現

場
条

件
変

更
へ

の
対

応
，

地
元

調
整

を
積

極
的

に
行

い
，

そ
の

結
果

を
書

類
で

提
出

し
た

。
　

　
（

施
工

時
適

宜
）

／

／
／

／
・

作
業

員
の

休
日

の
確

保
を

行
っ

た
記

録
が

整
理

さ
れ

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

）
／

／／

○
安

全
活

動
・

災
害

防
止

協
議

会
等

を
設

置
し

，
活

動
記

録
が

あ
る

。
　

　
（

施
工

時
適

宜
）

／
／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

・
安

全
・

訓
練

等
を

実
施

し
，

記
録

が
あ

る
。

　
　

　
　

　
　

　
（

施
工

時
適

宜
）

／

・
店

社
パ

ト
ロ

ー
ル

を
実

施
し

，
記

録
が

あ
る

。
　

　
　

　
（

施
工

時
１

回
／

月
程

度
）

・
安

全
巡

視
，

Ｔ
Ｂ

Ｍ
，

Ｋ
Ｙ

等
を

実
施

し
，

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／
／

／
／

／

／
／

／

・
新

規
入

場
者

教
育

を
実

施
し

，
記

録
が

あ
る

。
　

　
　

　
　

　
（

施
工

時
適

宜
）

／

／
／

／
／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／／
／

／

・
重

機
操

作
で

，
誘

導
員

配
置

や
重

機
と

人
と

の
行

動
範

囲
の

分
離

措
置

が
な

さ
れ

た
点

検
記

録
等

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／
／

／

・
過

積
載

防
止

に
取

り
組

ん
で

い
る

記
録

が
あ

る
。

　
　

　
　

　
　

（
施

工
時

適
宜

）

／
／

／
・

使
用

機
械

，
車

輌
等

の
点

検
整

備
等

が
管

理
さ

れ
，

記
録

が
あ

る
。

　
 
 
（

施
工

時
１

回
／

月
程

度
）

／／

／
／

／

／
／

／

／

／
／

／
／

／

／
／

／
／

／
／

／

／

／

・
足

場
や

支
保

工
の

組
立

完
了

時
や

使
用

中
の

点
検

及
び

管
理

が
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

等
に

よ
り

実
施

さ
れ

，
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

／
／

／
／

・
山

留
め

，
仮

締
切

等
の

設
置

後
の

点
検

及
び

管
理

の
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

／

／
／

／

／

・
保

安
施

設
等

の
整

理
・

設
置

・
管

理
が

的
確

で
あ

り
，

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宜

）

／／

○
関

係
機

関
等

・
関

係
官

公
庁

等
の

関
係

機
関

と
の

折
衝

及
び

調
整

を
し

た
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

○
安

全
パ

ト
ロ

ー
ル

の
指

摘
事

項
の

処
理

・
各

種
安

全
パ

ト
ロ

ー
ル

で
の

指
摘

事
項

や
是

正
事

項
に

つ
い

て
，

速
や

か
に

改
善

を
図

り
，

か
つ

関
係

者
に

是
正

報
告

し
た

記
録

が
あ

る
。

　
　

（
施

工
時

適
宜

）

／

／
／

／
／

・
地

元
住

民
と

の
施

工
上

必
要

な
交

渉
，

工
事

の
施

工
に

関
し

て
の

苦
情

対
応

を
適

切
に

行
い

，
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

／

／

／／ ／
／

／
・

隣
接

工
事

又
は

施
工

上
密

接
に

関
連

す
る

工
事

の
受

注
業

者
と

相
互

に
協

力
を

行
っ

て
い

る
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宜
）

／
／

／ ／ ／




